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平成３０年度第２回津市公契約審議会の会議結果報告 

１ 会議名 平成３０年度第２回津市公契約審議会 

２ 開催日時 
平成３０年１１月２２日（木） 

午後２時から午後３時３０分まで 

３ 開催場所 津市役所本庁舎 ４階庁議室 

４ 出席した者の氏名 

津市公契約審議会委員 

 西川 源誌（会長）、奥田 正治（副会長）、田邉 三郎、

岡 利宏、橋本 正治、村山 篤 

（事務局） 

総務部次長 奥田寛次 

調達契約担当参事（兼）公共工事総合評価担当参事・調達

契約課長 家城覚 

調達契約課調整・物品調達契約担当主幹 柿木伸介 

調達契約課工事契約担当主幹 岩城孝 

検査課技術管理担当主幹（兼）調達契約課設計審査担当主

幹 三宅正則 

物品調達契約担当副主幹 伊藤良成 

工事契約担当副主幹 岡本慎哉 

工事契約担当主査 井原崇視 

５ 内容 

 津市公契約条例の施行状況について

 労働報酬下限額の試行について

ア 業務委託の試行状況について

イ 工事設計書の内容説明について

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 なし 

８ 担当 

総務部調達契約課工事契約担当

電話番号 ０５９－２２９－３１２２

E - m a i l 229-3121@city.tsu.lg.jp 

・議事の内容 別紙のとおり 
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お待たせいたしました。本日は、皆様大変お忙しい中、お集まり頂

きまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、第２回津市公契約審議会を開催させていただきますが、

会議に先立ちまして総務部次長の奥田より一言御挨拶を申し上げま

す。 

【総務部次長挨拶】 

それでは、西川会長、議長として会議の進行をお願いいたします。

承知しました。皆さんお忙しい中をお集まりいただき、ご苦労様で

す。前回に引き続き、活発且つ円滑な議事進行にご協力いただきます

ようお願いいたします。 

 なお、本日の会議は、津市の「審議会等の会議の公開に関する指針」

に基づき公開としております。 

 それでは、議事を進めてまいります。「事項書１ 津市公契約条例

の施行状況について」ですが、まず事務局に説明を求めます。 

はい、議長。平成３０年４月１日以降の公契約、特定公契約の締結

状況について説明します。 

（１「津市公契約条例の施行状況について」に基づき、津市公契約条

例の施行状況について説明） 

＜概要＞ 

・平成３０年１０月末日時点での公契約、特定公契約の契約件数の報

告 

 公契約 ２，１９６件 

  内特定公契約 １，３５５件 

 では、津市公契約条例の施行状況について、何か御質問はありませ

んか。 

 業務委託契約というのは、「１日いくらとか、時間でいくら支払う」

というものと「業務に対していくら支払う」というものが２種類ある

のでしょうか。 

警備業務のように一定期間現場に従事することによって対価が支

払われる業務と、清掃業務のように業務に対して対価が支払われる業

務がございます。 

ほかにございますか。 

なければ「事項書２ 労働報酬下限額の試行について（１）業務委

託の試行状況について」に移ります。 

それでは事務局に説明を求めます。 
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はい、議長。業務委託の試行状況についてご説明する前に、前回の

審議会で委員から資料提供の御要望があった他の自治体の労働報酬

下限額の設定状況について、別紙「公契約条例公布自治体における労

働報酬下限額設定状況」にお示しさせていただきますので、今後の御

審議の参考資料としてください。 

公契約条例を制定している自治体は津市を除いて４８であり、その

うち賃金条項を定めている自治体は２２であり、定めていない自治体

は２６となっております。 

なお、奈良県は条例の基本方針において「最低賃金額以上の賃金の

支払を行うこと」と定めてはいますが、最低賃金とは別に労働報酬下

限額を設定しているわけではございませんので、このようなケースに

ついては別紙の表では労働報酬下限額の設定は「無し」と分類してお

ります。 

以上が本市を除く他自治体の状況でございますが、本市において

は、津市公契約条例第４条第２項において、「労働報酬下限額を定め

ることについて検討しなければならない。この場合において、市長は

津市公契約審議会の意見を聞かなければならない」と規定されていま

す。 

そのような中、第１回の審議会において、委員の皆様から御意見を

いただき、業務委託については高等学校卒市職員初任給を勘案した額

を労働報酬下限額として設定し、試行を行うことといたしました。建

設工事については、第２回の審議会において設計図書の積算の仕組み

について説明させていただいた上で労働報酬下限額の御審議をして

いただくこととなりました。 

それでは、初めに業務委託の試行状況について説明させていただき

たいと思います。 

（資料 「２労働報酬下限額の試行について（１）業務委託の試行状

況について」に基づき、説明） 

＜概要＞ 

・設定した労働報酬下限額について 

 １時間当たり８６０円に設定 

・労働報酬下限額試行案件について 

 ２件を試行案件として抽出 

・受注者が今後提出する資料の様式及び提出時期について 

① 初回の賃金支払い月の末日から７営業日以内に提出するもの 

労働状況台帳（初回）、アンケート（受注者等が回答） 

② 最終の賃金支払い月の末日から７営業日以内 

労働状況台帳（２回目～最終分）、アンケート（受注者等及び

労働者が回答） 

 では、業務委託の試行状況について、何か質問はございませんか。
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 提出された労働状況台帳に記載された金額と実際に支払われた賃

金が一致しているかどうかの確認は行っていく予定ですか。 

発注者側が直ちにそこまでの確認を行うことは考えておりません

が、賃金が労働報酬下限額を下回った場合は労働者は発注者が設置す

る相談窓口へ申し出ることができる制度がございます。 

労働状況台帳は下請分も提出が必要とのことですが、元請と下請で

賃金の支払日が異なる場合、労働台帳の提出日はいつになりますか。

その場合、元請と全ての下請けの賃金の支払が完了してから、元請

が取りまとめて一括して提出していただくことが想定されます。 

国交省で賃金調査がありますが、その調査は工事の終了までとうい

う長期間ではなく、その都度提出をしますが、その調査ですら書類を

作るにはかなりの事務量となります。労働報酬台帳を業務の着手から

終了までまとめて提出するには相当な負担となりませんか。 

また、試行中の案件は直営での業務かどうかわかりませんが、工事

のように下請業者の数が増えると事務量が膨大になってしまいかね

ません。 

業務委託については、業務の主たる部分以外で発注者が認めた場合

は再委託を認める場合もありますが、試行中の２件につきましては概

ね受注業者が業務を行っています。 

今後、建設工事のように重層構造になっている案件について、業務

委託と同じ取り扱いを行うとなると、事業者側の負担が大きくなると

思いますので、まずは、試行を行う中で、事業者側の御意見を聞きな

がら実効性のある方法を考えていかなければならないと考えます。 

労働報酬下限額が設定されている自治体が関東圏に集中している

ように思えますが、下限額の設定について地域による偏りはあります

か。 

公契約条例は千葉県の野田市が全国で最初に制定しております。そ

の後、比較的近隣の関東圏の自治体が野田市の影響を受けて条例を制

定したためではないでしょうか。 

労働状況台帳は２回提出すれば良いのでしょうか。 

毎月の提出となると事業者の負担が大変大きくなりますので、最初

の賃金支払い時点と業務完了後の最終賃金支払い時点の２回を考え

ています。 

ただし、建設工事については下請業者分の台帳の提出も必要となっ

てくるので提出時期や回数については今後の検討が必要かと思いま
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 業務委託の試行案件は落札率が１００％に近いため、設定した労働

報酬下限額以上の賃金を支払うことは可能だと思いました。 

一方、津市の建設工事については８６から８７％ぐらいの落札率の

ものが多くなっています。落札率が低いと労働報酬下限額以上の賃金

を支払った場合、事業者の利益がなくなってしまう可能性もあるの

で、落札率を上げて事業者の利益を確保する必要があるかもしれませ

んね。 

業務委託の試行案件については２件とも地方自治法施行令第１６

７条の２第１項第２号による１者との随意契約となっていることが、

落札率が高くなった原因と考えられます。 

今後は、市内本店業者を対象とした競争入札により試行を行ってい

きたいと考えています。 

試行案件において、労働状況台帳を作成するというのはどのぐらい

の事務量になるのでしょうか。特に２回目の提出時は相当な量になる

かと思うのですが。 

試行案件①の契約業者は、県外の事業者ですが、他市において労働

報酬下限額を設定した入札等にも参加され、当該下限額に係る事務も

経験されていたことなどから、今回の試行についてご理解とご協力を

示していただきましたが、委員ご指摘のとおり事務量は相当なものに

なると思いますので、書類の提出方法については今後の課題といたし

ます。 

建設工事は重層構造になっているということですが、下請分も含め

て取りまとめるとなると、相当な量になってくる可能性があって、取

りまとめが十分にできるのでしょうか。事業者はその点が不安なのだ

と思いますので、提出書類を簡素化する等の工夫が必要なのではない

でしょうか。 

今回の試行案件については、下請、孫請への発注の可能性は乏しく

多くの部分を自社で履行する見込みのため受注者自身で労働台帳を

作成することは可能です。 

一方、建設工事、特に大規模な建築工事については膨大な人数が働

いているため、労働台帳作成に係る事務量は膨大なものになると予想

されます。そのため、事業者の負担にならず、さらに実効性がある方

法を検討する必要があると考えています。 

労働状況台帳の提出期限が賃金支払い月の末日から７営業日以内

というのは短いと感じました。他市の状況も今後調べていただければ

と思います。 
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また、試行対象案件について、例えば建設工事で予定価格１，００

０万円以上とすると対象が多すぎると思いますので、対象案件の金額

設定についても考えていけば良いと思います。 

業務委託については、予定価格が１，０００万円以上を試行対象と

していますが、この金額設定については先行自治体の例を参考にして

おります。労働状況台帳についても同様で先行自治体の例を参考にし

ているのですが、これらについては今後、津市に合った方式を考えて

行かなければならないと思っています。 

三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)中部支店は他自治体でも

労働報酬下限額の事務を経験した実績があるということでスムーズ

にいっていますが、建設工事の場合は下請があったり、労務費の積算

が難しい部分があるかと思います。 

工事で今後試行するということですが、業務委託が先行して行われ

ているので、建設工事も業務委託に倣ってというようにはならないの

ですか。 

試行については建設工事についてもまずは先行自治体の例を参考

に試行を行い、その結果を踏まえ、審議会で御議論いただき、津市に

合った方法に修正をしていただければと考えています。 

先行自治体を参考にという言葉が何度も出てきていますが、津市は

津市の方法でやっていくということが大切だと思います。 

労働報酬下限額設定状況の表で「設計労務単価」と書かれています

が、設計労務単価そのものが下限額なのでしょうか。それとも設計労

務単価の何パーセントということでしょうか。 

設計労務単価そのものではなく、設計労務単価を基準として各自治

体が何パーセントかを独自に設定しております。 

ほかにございますか。なければ「事項書２（２）工事設計書の内容

説明について」に移ります。 

それでは事務局に説明を求めます。 

はい。議長。工事設計書の内容について、説明いたします。 

（資料 「直接工事費を形成する設計書の内訳について」に基づき、

説明） 

＜概要＞ 

直接工事費は主に標準歩掛り、施工パッケージ、市場単価により積

算されている。 
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 建設工事に係る予定価格の作成には、基本的に「積算基準」や「公

共工事設計労務単価」を使用し、積算を行っているが、近年は、積算

作業の簡素化や負担軽減、また、「標準単価」等を公表することで誰

でも簡単に積算ができることから「施工パッケージ」や「市場単価」

による積算方式が主流となってきている。 

説明ありがとうございました。それでは、何か御意見・ご質問はあ

りませんか。 

建設工事の予定価格の中には労務費が含まれているという理解で

よろしいですか。 

予定価格には労務費は含まれておりますが、交通誘導員のように設

計書から労務費が直接読み取れるものもありますし、市場単価のよう

に設計書から労務費が読み取れないものもあります。 

設計書の積算には、歩掛りにより積算されているもの、パッケージ

単価で積算されているもの、市場単価により積算されているものの３

種類があるとのお話でしたが、今までは、歩掛りによる積算がほとん

どだったのですが、行政側が設計の簡素化のためにパッケージ単価に

よる積算を取り入れてきました。市場単価は労務費がいくらかという

ことは考えられておらず、単に市場単価としていくらかかるという数

字を挙げられています。 

労務費が設計書の中で全て見えるのであれば、話を進めて行けばい

いと思いますし、見えない場合はどうしていけばいいのかを議論しな

ければならないと思います。 

市場単価が掲載されている本は私も見たことはありますが、労務費

が入っていないということであればそもそも予定価格自体がおかし

いということになりませんか。 

建設工事の中には労務費は全て入っておりますが、設計価格は市役

所が標準として使っている価格であり、設計書に「何人でいくらの価

格でやる」と書いてあったとしても、当然のことながら受注者は設計

書のとおりの価格や人数で施工しているわけではありません。例えば

優秀な職人がいた場合、設計書より少ない人数で施工している場合も

あり得ます。 

昔の歩掛りですと、「材料がいくらで人件費がいくらで…」という

ように労務費がいくらという部分がはっきりと把握できましたが、施

工パッケージになりますと１㎡でいくらとなった場合、昔なら例えば

「壁紙がいくらで糊がいくらで貼り賃がいくらで…」というようにな

っていたものが、「１㎡でいくら」というようになっています。仮に

１㎡が１万円となっていた場合、１万円の内何割が労務費なのかとい

うところまでは、わからないのが現状です。   
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また、特殊な工事を施工する場合は、業者から見積りを取り、例え

ば平均的な価格を採用するなどの方法で設計書を作っていくのです

が、その中で労務費がいくらというのはわかりませんし、仮にわかっ

たとしても見積者が積算した労務費になるため、見積者と受注者が違

えば労務費も当然異なるという現状もあります。 

共通仮設費の説明で共通仮設費の中身は労務を伴う項目はたくさ

んあります。しかし、これは工事費の何パーセントというふうに計上

されており、これも労務費がわからないと思います。また、交通誘導

警備員の人数は公表されていますか。 

現在は公表されております。 

交通誘導警備員の変更は変更契約の対象ですか。 

警察から交通誘導警備員の増員について指導があった場合等は変

更契約の対象になります。 

交通誘導警備員の場合はわかりやすいですね。ありがとうございま

した。 

市場単価には機械設備も入っていますが、我々が積算してきたやり

方と全く異なるやり方で、非常に複雑です。施工パッケージ埋戻しの

例ですと、普通作業員、特殊作業員、特殊運転手の３種類から構成さ

れており、その３つを組み合わせたものが１ 当たりの労務費という

ことになるかと思いますが、それを全てのパッケージに当てはめてい

くのは大変な作業量になります。 

従って、建設工事は、現在試行中の業務委託に比べ、労務費の積算

が難しく、試行に向けたハードルは高いという印象です。 

設計書で１０人工となっているものが、実際には２０人工になる場

合があるというのがわかりましたし、設計書は標準的な工法に基づき

積算されていることもわかりました。また、設計書には労務費が含ま

れていることも理解しました。 

では、実際の入札において落札率が仮に８６％だった場合、労務費

も材料費も機械経費も全て８６％になるのでしょうか。 

受注者によって異なるのでわかりませんが、例えば材料を安く仕入

れて労務費を増やしているという受注者もいるかもしれません。 

落札率が変わらない場合、材料費が高騰すると労務費が減る可能性

もあるということですね。 

労務費に関する議論は本日でご理解いただくのは難しいと思いま
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会長 

事務局 

会長 

会長 

すが、事務局としては建設工事の労働報酬下限額を設定するにあたっ

ては先進自治体と同様に設計労務単価が基準になるのではないかと

考えていましたが、設計書における労務費自体の位置付けについては

議論が必要かと思いますので、引き続き御審議いただければと思いま

す。 

ほかにございますか。なければ「事項書３ その他」に移ります。

事務局から何かありますか。 

（次回審議会の開催日程について提案） 

・２月頃開催予定 

次回の公契約審議会は２月開催とのことでよろしいでしょうか。 

（意見無し） 

では、次回審議会は２月ということで、日時、場所及び詳細につい

ては後日事務局から連絡をしてもらうことといたします。 

他にございますか。 

特に無いようですので、本日の会議はこれで終わりたいと思いま

す。長時間にわたり、ありがとうございました。 



平成３０年度第２回津市公契約審議会事項書

平成３０年１１月２２日（木）午後２時００分

津市本庁舎４階 庁議室

１ 津市公契約条例の施行状況について 

２ 労働報酬下限額の試行について 

業務委託の試行状況について 

工事設計書の内容説明について 

３ その他 



１ 津市公契約条例の施行状況について 

条例の対象となる公契約（本市が発注する工事、製造その他の請負及び業務委託）

及び特定公契約（公契約のうち建設工事及び清掃、警備等人的経費の割合が高い業

務委託。）の平成３０年度の契約状況については、１０月末日時点で次のとおりと

なっています。 

 公契約全体の契約件数 

項目 
契約件数（単位：件） 

津市 上下水道局 合計 

公契約全体 １，８０９ ３８７ ２，１９６

特定公契約（内訳は下記 
のとおり） １，０９８ ２５７ １，３５５

特定公契約以外の公契約 ７１１ １３０ ８４１

 特定公契約の内訳 

項目 
契約件数（単位：件） 

津市 上下水道局 合計 

工事請負契約 ２７６ １８７ ４６３

業務委託契約 ８２２ ７０ ８９２

清掃業務 １２０ ６ １２６

人的警備業務 ２０ ０ ２０

施設の管理業務 ３７ ８ ４５

設備の運転管理業務又は保守
業務 

５８６ ４４ ６３０

工事に付随する業務（設計、測
量、地質調査等） 

５９ １２ ７１



２ 労働報酬下限額の試行について

 業務委託の施行状況について

  平成３０年度においては、労働報酬下限額を設定した試行案件を下記のとおり

契約しました。 

   今後、受注者等から、第１回目の賃金の支払い月の末日から７営業日以内に初

回分の労働状況台帳
※１
が、また、２回目以降の賃金の支払いに係る労働状況台

帳
※１
については、契約（履行）期間終了後、最終の賃金の支払い月の末日から

７営業日以内に２回目以降の台帳が提出されます。 

   なお、受注者等及び労働者へのアンケート調査
※２
については、初回及び最終

の賃金支払い月の末日から７営業日以内に提出される予定です。 

※１ 労働状況台帳 ……… 資料１－１ 

※２ アンケート  ……… 資料１－２（初回・受注者等） 

              資料１－３（最終・受注者等） 

              資料１－４（最終・労働者） 

 ア 労働報酬下限額（業務委託） ８６０円（１時間当たり）

   （参考）三重県地域最低賃金 ８４６円

  イ 労働報酬下限額試行案件契約基本情報

   ① 契約件名   平成３０年度津市クリーンセンターくもずし尿処理施設

点検・整備業務委託

     受注者    三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社中部支店

     業務内容   受入貯留設備及び汚泥脱水処理設備等の保守点検整備

     履行期間   契約締結日から平成３１年３月３１日まで

     契約方法   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号による随

意契約

     契約締結日  平成３０年１０月１２日

     契約金額   １２１，５００，０００円

（うち消費税及び地方消費税額９，０００，０００円）

     予定価格   １２１，６８３，６００円

（うち消費税及び地方消費税額９，０１３，６００円）

     落札率    約９９．８％

     昨年度落札率 約９９．３％

契約金額 ２９１，６００，０００円（税込）

予定価格 ２９３，６５２，０００円（税込）

   ② 契約件名   平成３０年度津市西部クリーンセンター２号炉焼却施設

点検・整備業務委託

     受注者    荏原環境プラント株式会社中部支店



     業務内容   受入供給設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備等焼却施設各

機器の点検及び整備

     履行期間   契約締結日から平成３１年３月３１日まで

     契約方法   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号による随

意契約

     契約締結日  平成３０年１０月１８日

     契約金額   １３８，２４０，０００円

（うち消費税及び地方消費税額１０，２４０，０００円）

     予定価格   １３９，３２０，０００円

（うち消費税及び地方消費税額１０，３２０，０００円）

     落札率    約９９．２％

     昨年度落札率 約９９．３％

契約金額 １５４，４４０，０００円（税込）

予定価格 １５５，４６９，２４０円（税込）



津市公契約条例労働状況台帳（業務委託用）

業者名

所在地

担当者名

電話番号

ＦＡＸ

労働報酬
下限額

全ての労働に
係る労働時間数

対象公契約に
係る労働時間数

算定労働時間
下限総額
（基準額）

a
所定時間内

ｂ
所定時間内

ｃ
d e＝a×d

1 860 120 80 80 68,800 120,000 ○ 66.67% 180,000 120,000 30,000

2 860 112 100 100 86,000 232,143 ○ 89.29% 260,000 232,143 30,000

3 860 80 80 80 68,800 80,000 ○ 100.00% 80,000 80,000 0

4 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

5 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

6 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

7 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

8 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

9 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

10 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

11 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

12 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

13 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

14 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

15 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

16 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

17 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

18 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

19 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

20 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

21 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

22 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

23 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

24 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

25 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

26 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

27 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

28 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

29 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

30 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

31 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

32 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

33 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

34 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

35 860 0 0 #DIV/0! *** #DIV/0! #DIV/0!

基本給、最低賃金制度の所定内給与に区分され
る諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当及び家族
手当を除く全ての手当（勤務地手当、職務手当、
住宅手当など）

○○　○○

△△　△△

□□　□□

労働報酬の支払われるべき日 平成30年5月10日

労働報酬の
算定対象外の額

h

労働報酬計算対象期間（月） 平成３０年４月１日～平成３０年４月３０日 ○○○-○○○-○○○○ ※　補助シートは提出して頂く必要はありません。

Ｎo 労働者氏名
労働報酬の額
(公契約分)

ｆ
判定 按分率

労働報酬の
算定対象の額

g

労働報酬の
算定対象の額
(公契約分) = f

○○○-○○○-○○○○ g、hを入力するとｆが自動表示され、判定が表示されます。

平成３０年　　月分 提出日

凡例
労働報酬の
算定対象の額

平成30年6月7日 ○○　○○ ＜補助シート＞作成年月日

契約名 ○○○○○○○○業務委託 （株）○○清掃　代表○○　○○

契約（履行）期間 平成３０年４月１０日～平成３１年２月１０日 津市○○町○○番○○号

①台帳の提出日

②賃金等の計算期間

③公契約条例の対

象となる労働者の氏

名を入力します。

④所定時間内ｂ：所定

時間内における総労働

時間を入力します。

⑤所定時間内ｃ：所定

時間内ｂのうち、公契

約対象業務委託に従

事した総労働時間を入

力します。

⑧次頁の補助シートに

該当金額を入力するこ

とで自動表示されます。
⑥所定時間内ｃを入

力することにより自動

表示されます。
＜判定＞

自動表示されます。

e≦f なら ○

e＞f なら ×

⑦g、hをそれぞれ入力します。

該当がないものについては「０」

を入力します。

「個別手当となるもの」については、別冊・

労働報酬下限額試行運用マニュアル【業務

委託版】の「５ 労働報酬（１）ウ 」を確認

資
料
１
－
１



【 津市公契約条例の労働報酬下限額試行に伴う事務量等に係るアンケート 】

１ 件   名   ：                                   

２ 契約（履行）期間：                                   

３ 受注者等名   ：                                   

※ 調査対象：受注者、受注関係者（下請業者、再委託業者）を対象とします。 

※ 提出時期：受注者が担当課に本件に係る初回分の労働状況台帳（受注関係者分を含む。）を提出する

とき。（初回分の労働状況台帳の提出時期は、契約締結後、最初のひと月分の労働に対す

る労働報酬が支払われるべき日の属する月の末日後７営業日以内） 

質問１ 津市公契約条例の制度について、どの程度理解できていると思いますか。

ア 十分理解できている。     イ 概ね理解できている。 

ウ あまり理解できていない。   エ 全然理解できていない。 

※ウ、エを選択された場合、その具体的な理由 

質問２ 労働状況台帳の作成や提出にあたり、台帳の様式、作成に係る事務量及び提出方法等について、

課題や問題点はありますか。

 台帳の様式について 

ア ない     イ ある 

※「イ ある」を選択された場合、その内容を記入。 

 作成に係る事務量ついて 

ア ない     イ ある 

※「イ ある」を選択された場合、その内容を記入。 

 提出方法について 

ア ない     イ ある 

※「イ ある」を選択された場合、その内容を記入。 

質問３ 受注関係者（下請業者、再委託業者）や労働者への条例内容の周知について、どのように行っ

ていますか。

 受注関係者への周知について 

ア 津市が発行する津市公契約条例に関する手引及びマニュアルを配布し周知している。 

イ 口頭により説明し周知している。 

 労働者への周知について 

ア 作業場の見やすい場所に書面を掲示し周知している。 

イ 個別に書面を交付し周知している。 

質問４ 津市公契約条例の内容に関して、労働者からの相談や問い合わせがありましたか。 

ア ない     イ ある 

※「イ ある」を選択された場合、その内容を記入。 

質問５ 労働報酬下限額が設定されたことにより、労働者の賃金に影響が出ましたか。 

ア 出ていない  イ 出ている 

※「イ 出ている」を選択された場合、その内容を記入。 

質問６ 労働報酬下限額について、設定金額（平成３０年度は８６０円）はいかがですか。 

ア 高い     イ 低い     ウ 妥当     エ その他 

※「エ その他」を選択された場合、その内容を記入。 

資料１－２ 



【 津市公契約条例の施行状況等に係るアンケート 】

＜事業者用＞

１ 件   名                            

２ 契約（履行）期間                         

３ 受注者等名                            

質問１ 津市公契約条例（以下、単に「条例」といいます。）の制度について、

どの程度理解できていると思いますか。

ア 理解できている。

イ だいたい理解できている。

ウ あまり理解できていない。

（自由意見）

質問２ 当該契約が条例の対象となったことにより、従事する労働者の労働意

欲の向上につながる効果があったと思いますか。

ア 効果があった。

イ 今後効果が出ると考える。

ウ 効果はなく、今後も効果は出ないと考える。

エ わからない。

（自由意見）

質問３ 当該契約が条例の対象となったことにより、事業の質の向上につなが

る効果があったと思いますか。

ア 効果があった。

イ 今後効果が出ると考える。

資料１－３



ウ 効果はなく、今後も効果は出ないと考える。

エ わからない。

（自由意見）

質問４ 条例が施行されたことにより、賃金水準の引き上げや地域経済の活性

化につながる効果があったと思いますか。

ア 効果があった。

イ 今後効果が出ると考える。

ウ 効果はなく、今後も効果は出ないと考える。

エ わからない。

（自由意見）

質問５ 条例では、受注者は下請業者等や労働者へ条例の内容を周知すること

となっていますが、どのような方法で周知していますか。（複数回答可）

ア 作業場の見やすい場所に掲示し周知している。

イ 個別に書面を交付し周知している。

ウ 口頭により説明し周知している。

エ その他（                         ）

（自由意見）

質問６ 下請業者等や労働者から条例に関すること（対象労働者の範囲や労働

報酬下限額）について、相談や問い合わせを受けたことがありますか。

ア なかった。

イ あった。



（自由意見）

質問７ 労働状況台帳の作成や提出にあたり、台帳の様式や提出方法等につい

て、見直しが必要と考える点はありますか。

 ア ない。

イ ある。

 「イ ある。」を選択された場合、その具体的な内容を記載してくだ

さい。

（内 容）

質問８ 条例の実効性を確保するため、仮に、確認資料として「対象労働者の給

与支給明細等」を提出いただくこととした場合、給与関係の事務処理に

影響することになりますか。

ア しない。

イ 影響するが、大きなものではない。

ウ 大きく影響する。

（自由意見）

質問９ 労働報酬下限額の金額や設定の考え方に関し、課題と考える点はあり

ますか。

 ア ない。

イ ある。

 「イ ある。」を選択された場合、その具体的な内容を記載してくだ

さい。



（内 容）

質問１０ 当該契約が条例の対象となったことによる労働報酬下限額の設定に

伴い、対象労働者の賃金に変化はありますか。

ア ない。

イ ある。

（自由意見）

質問１１ 労働報酬下限額の対象をすべての契約とした場合、御社の経営に影

響すると考えられますか。

ア しない。

イ する。

（自由意見）

質問１２ 条例の対象者に、手間請労働者を含めるとした場合、課題や問題点

はありますか。

（自由意見）



質問１３ その他、条例に関して、御意見・御要望等ございましたら、御自由に

御記載ください。

（自由意見）

御協力ありがとうございました。



【 津市公契約条例の施行状況等に係るアンケート 】

＜労働者用＞

１ 件   名                            

２ 契約（履行）期間                         

３ 受注者等名                            

質問１ あなたの年齢を教えてください。

ア １０代

イ ２０代

ウ ３０代

エ ４０代

オ ５０代

カ ６０代以上（ ６０代 ・ ７０代 ・ ８０代以上 ）

質問２ あなたは、御自身が働いている仕事が、条例の対象契約となったこと

により、労働意欲の向上につながったと感じますか。

ア 感じる。

イ 感じない。

（自由意見）

質問３ あなたは、御自身が働いている仕事が、条例の対象契約となったこと

により、仕事の質の向上につながったと感じますか。

ア 感じる。

イ 感じない。

（自由意見）

資料１－４



質問４ あなたは、津市公契約条例は必要であると思いますか。

ア 思う。

イ 思わない。

ウ わからない。

（自由意見）

質問５ 条例が施行されたことにより、賃金水準の引き上げや地域経済の活性

化につながる効果があったと思いますか。

ア 効果があった。

イ 今後効果が出ると考える。

ウ 効果はなく、今後も効果は出ないと考える。

エ わからない。

（自由意見）

質問６ 条例では、受注者は下請業者や労働者へ条例の内容を周知することと

なっていますが、十分な周知がなされていますか。

ア 十分だと感じる。

イ 不十分だと感じる。

ウ そもそも周知されていない。

（自由意見）



質問７ 労働報酬下限額を設定することやその金額に関し、課題や問題点はあ

りますか。

 ア ない。

イ ある。

ウ わからない。

 「イ ある。」を選択された場合、その具体的な内容を記載してくだ

さい。

（内 容）

質問８ 当該契約が条例の対象となり労働報酬下限額が設定されていますが、

御自身の賃金に変化はありましたか。

ア ない。

イ ある。

ウ わからない。

（自由意見）

質問９ 労働報酬下限額の対象契約とそうでない契約において支払われる賃金

を比較した場合、その金額に差はありますか。

ア ない。

イ ある。

ウ わからない。

（自由意見）



質問１０ その他、条例に関して、御意見・御要望等ございましたら、御自由に

御記載ください。

（自由意見）

御協力ありがとうございました。



直接工事費を形成する
設計書の内訳について



工事費の基本構成
（一般土木の場合）

直接工事費

工事原価

共通仮設費

工事価格 間接工事費

現場管理費

請負工事費 一般管理費等

消費税等相当額
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直接工事費の積算方式

土木工事

•標準歩掛
•施工パッケージ
（複合単価）

•市場単価

営繕工事

•標準歩掛
•市場単価

※積算基準等に該当工種がない場合は見積り徴収等行います。

3

（国交省・三重県） （国交省）

（物価調査会等）

（物価調査会等）

（国交省）
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公共工事設計労務単価
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交通誘導員の場合
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7

標準歩掛の場合



標準歩掛の場合

8

工種毎に機労材単価を積み上げ、さらに各工種の必要量を計上する。

労務費

材料費



施工パッケージの場合

9

材料費

機械・労務
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標準単価と補正式の公表

三重 積算単価

三重機械単価 三重労務単価 三重材料単価
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機械構成比率 労務構成比率 材料構成維率標準単価

代表機労材規格
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市場単価の場合

14



市場単価の場合

15

施工条件により、市場単価を加算率及び補正係数により加算する。

材料費

加工、組立手間の他に
雑材料も含む単価

市場調査により
決定された金額
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まとめ

建設工事に係る予定価格の作成には、基本的に
「積算基準」や「公共工事設計労務単価」を使用し、
積算を行っているが、近年は、積算作業の簡素化
や負担軽減、また、「標準単価」等を公表することで
誰でも簡単積算が出来ることから「施工パッケージ」
や「市場単価」による積算方式が主流となってきて
いる。
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